
６－１ 地区区分
　本計画では、適切な保存管理を行うため、土地利用の現況や遺構の状況等をふまえ、史跡指
定地を下記の通り区分する。

表6-1　史跡指定地の地区区分

６ 保存（保存管理）
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６．保存（保存管理）

図6-1　史跡指定地の地区区分
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６．保存（保存管理）

６－２ 現状と課題
　各地区の保存 （保存管理）の現状と課題を、表6-2に示す。

る。

表6-2　保存 （保存管理）の現状と課題
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６．保存（保存管理）

６－３ 保存 （保存管理） の基本方針
　（１）  史跡西寺跡を構成する顕著な遺構は現状保存し、それ以外の遺構・遺構面についても 

現状保存に努めながら、持続的な地域の暮らしとの両立を目指す。
　（２）  顕著な遺構の現状保存が困難な場合には、公有化を検討する。
　（３）  塔跡地区 （A-2地区）の未買収地については、居住者の生活を優先し、時機を見て公有

化を進める。
　（４）  日常的な維持管理を確実に行い、良好な歴史的景観・居住空間の保全を図る。
　（５）  文化財保護法上の規制について、地域住民への周知に努める。
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６．保存（保存管理）

６－４ 保存 （保存管理） の方法
　・ 地下遺構の保存を図るため、現状変更等の取扱い基準 （６－５）に則り、地下遺構に影響を
与える行為を厳しく制限する。

　・ 地下遺構の保存や状況把握に係る調査は、目的を明確にした上で、必要最低限の範囲で行
う。見つかった遺構は埋め戻して現地保存するとともに、毀損及び脆弱化の恐れのある遺構に
ついては、必要に応じて復旧または保存措置を行う。出土遺物は必要に応じて保存措置を行い、
図面・写真等とともに収蔵施設で適切に保管する。

　・ 史跡地内に所在する建築物などの将来的な取り扱いについて、関係者や関係機関と協議をす
る機会を設ける。

　・ 公有地の日常的な維持管理は、市と史跡保存会、地域等が連携して行う。

６－５ 現状変更の取扱い基準
　史跡指定範囲で、「現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為」（以下、「現状変更等」
という）を行おうとする場合には、文化財保護法第125条に基づき、原則として文化庁長官の許可
を得る必要がある。予定される行為が、現状変更等にあたるかが不明な場合は、京都市文化財
保護課と事前協議する。

（１） 現状変更等が認められない行為
　「文化財保護法施行令第五条第四項第一号イからリまでに掲げる史跡名勝天然記念物の現状
変更等の許可の事務の処理基準」（平成12（2000）4月28日付け文化庁次長通知）に基づき、
下記の行為については現状変更を認めることができない。
　・本計画書に定められた基準に反する場合
　・史跡の滅失、毀損又は衰亡のおそれがある場合
　・史跡の景観又は価値を著しく減じると認められる場合
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６．保存（保存管理）

（２） 現状変更等の許可を必要とする行為
　史跡西寺跡における現状変更等の許可を必要とする具体的な行為の例と、許可の前提となる配
慮事項は以下の通りである。

（３） 現状変更等の許可を必要としない行為
　法第125条第１項ただし書きに基づき、現状変更のうち維持の措置及び非常災害のために必要な
応急措置及び、保存に影響を及ぼす行為のうち影響が軽微であるものについては許可を要さない。
下記にそれぞれの行為の範囲を示す。

表6-3　現状変更等の許可を必要とする行為
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６．保存（保存管理）

ア　維持の措置
　維持の措置の範囲については、「特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の現状
変更等の許可申請に関する規則」第４条に明記されている。
　（1）  史跡、名勝又は天然記念物がき損し、又は衰亡している場合において、その価値に影響を

及ぼすことなく当該史跡、名勝又は天然記念物をその指定当時の原状（指定後において現
状変更等の許可を受けたものについては、当該現状変更等の後の原状）に復するとき。

　（2）  史跡、名勝又は天然記念物がき損し、又は衰亡している場合において、当該き損又は衰亡
の拡大を防止するため応急の措置をするとき。

　（3）  史跡、名勝又は天然記念物の一部がき損し、又は衰亡し、かつ、当該部分の復旧が明ら
かに不可能である場合において、当該部分を除去するとき。

イ　非常災害のために必要な応急措置
　非常災害のために必要な応急措置とは、本計画では、災害予測時又は発生時において、史跡
の毀損の発生や拡大を防ぐための措置とする。具体例は下記の通りである。
　・土嚢積みやシート養生など、毀損の発生を予防するための措置
　・毀損箇所への応急措置
　・インフラ設備等が破損した場合の応急措置
ウ　保存に影響を及ぼす行為のうち影響が軽微であるもの
　保存に影響を及ぼす行為のうち影響が軽微であるものとは、本計画では、土地の掘削、盛土、
切土を伴わない日常的な維持管理行為とする。具体例は以下の通りである。
　（1）  史跡及び公園管理者が行う維持管理行為
　・ 史跡の本質的価値を構成する要素や文化財保存管理・整備活用施設の清掃、除草等の土地・
建物に係る維持管理行為

　・ 史跡指定地の清掃、除草、見回り等の土地・建物に係る管理・点検
　・ 史跡指定地の植栽の定期的な手入れ（実生木・危険木の伐採を含む。ただし伐根を伴わな
いもの）

　（2）  学校の管理者等が行う維持管理行為
　・ 施設の清掃、除草、植栽の定期的な手入れ等の土地・建物に係る維持管理行為
　・ 建築物、工作物の小規模破損個所等の復旧等の土地・建物に係る維持管理行為
　（3）  道路の管理者等が行う維持管理行為
　・ 掘削を伴わない小規模な補修、不陸整正
　・ 道路上における架線の張替え・新設、宅地への引き込み、電柱上の機器等の更新・設置
　（4）  宅地等私有地における土地・施設の維持管理行為
　・ 建築物、工作物の小規模破損個所等の復旧等の土地・建物に係る維持管理行為
　・ 建築物等施設内での模様替えなど（ただし、外観に影響を及ぼさないもの）。
エ　その他明らかに史跡への影響が軽微であると文化財保護課が判断するもの
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６．保存（保存管理）

（４） 現状変更等の許可権限が京都市に委譲されている対象行為
　史跡指定範囲で行われる行為のうち、現状変更等については、文化庁長官への許可申請ある
いは届出が必要と定められている。ただし、現状変更等のうち文化財保護法施行令　第５条第４
項１号に記載の行為への許可に関しては、文化庁長官から京都市に権限が委譲されている（文化
財保護法第184条）。なお、下記範囲内であっても重大な現状変更と判断される場合は、事前に文
化庁に確認する必要がある。

表6-4　現状変更等の許可権限が京都市に委譲されている対象行為
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６．保存（保存管理）

（５） 地区ごとの現状変更等の取扱い
　史跡指定範囲で、現状変更等から遺構等を保護するために、地区区分に応じた現状変更等の
取扱いを以下の通り定める。

表6-5　地区区分ごとの現状変更等の取扱い
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６．保存（保存管理）

６－６ 追加指定
　現状の史跡指定区域外で、西寺の本質的価値を示す重要な地下遺構等が確認された場合は、
追加指定を検討する。
　特に西僧房、西小子房、塔跡地区東半部、南大門南端部といった本質的価値を有する施設が
推定されている部分で、これらの遺構が確認された場合は、優先して追加指定を検討する。ただし、
所有者の同意が取れない場合や重要遺構の地中保存が可能な場合はこの限りではない。
　なお、未指定の部分については周知の埋蔵文化財包蔵地として遺跡地図に登載し、保護に努
めている（図6-2）。特に京都市独自の制度として、「周知の埋蔵文化財包蔵地内における取扱い
要綱 （京都市域内）」により、西寺の範囲全域及びその周囲を「重要遺跡」として周知している。
「同要綱」においては、木造、鉄骨、鉄筋造等の建物の構造に関係なく、極めて小規模な掘削
工事であっても詳細分布調査や試掘調査を実施している。試掘調査等で重要遺構を検出した場合
は、その都度、遺構に抵触しないように設計変更協議を行っており、地中保存を図っている。

６－７ 公有化
　現状の史跡指定区域については、公有地が約３／４、民有地が約１／４を占める。
　民有地を含むA-2地区、B地区について、以下の通り方針を整理する。
　A-2地区は、塔跡及び関連遺構が良好に残る。未公有地については諸条件が整い次第公有化
を行い、既公有地と一体的な整備を目指すものとする。
　B地区は、宅地としての利用継続を基本とするが、食堂院・東小子房等すでに顕著な遺構が確
認されている、あるいは今後建替え等の現状変更によって顕著な遺構が確認され、かつ保存が困
難となる場合には、公有化による保存を図ることとする。
　また、指定地外についても、西僧房、西小子房、塔跡地区東半部、南大門南端部といった本
質的価値を有する施設が推定されている部分で、これらの遺構が確認された場合は、保存の緊急
性が高いことから追加指定と公有化を優先して検討する。
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６．保存（保存管理）

図6-2　史跡西寺跡と埋蔵文化財包蔵地

82



７－１ 現状と課題
　史跡西寺跡に係る活用の現状と課題を、表7-1に示す（地区区分は、「6-1　地区区分」による）。

表7-1　活用の現状と課題

７ 活用
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７．活用
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７．活用

７－２ 活用の基本方針
　（１）  発掘調査時の成果を確実に蓄積・管理し、普及啓発活動や、地域の小・中・高校生を 

はじめとした地域住民に向けた地域学習への還元を行う。
　（２）  史跡西寺跡の本質的価値を発信し、地域住民をはじめとした多くの人と行政が、協業で 

保存と継承に取り組む気運を醸成する。
　（３）  東寺をはじめとした関連文化財や、現在のまちと結び付けたストーリーを発信する。

７－３ 活用の方法
（１）  史跡地全体
　１）  史跡の本質的価値の普及・情報発信を行う
　・ 東寺との関係や平安京における位置づけを踏まえて西寺跡の本質的価値を伝えるとともに、西
寺跡の全体像や空間的な広がりをわかりやすく示す手法を検討する。

　・ 史跡西寺跡の本質的価値を伝えるとともに西寺跡を視覚的にもイメージしやすいサイン類の増設
や、パンフレット等の作成・配布、web配信やSNSを活用した情報発信を行う。

　２）  周辺地域、関連文化遺産等も含めて活用する
　・ 周辺地域を含めた体系立てたサイン計画を立案し、周辺文化財等を含めたサインの表示内容
や配置に反映する。

　・ 東寺、羅城門跡や平安宮跡等の周辺史跡等を巡る散策ルートの紹介・案内など、周辺史跡
等と関連付けた活用を推進する。

　・ 史跡見学者が、より西寺や平安京の歴史への理解を深められるよう、京都市考古資料館や京
都市平安京創生館等、市内の資料館との連携を進める。

（２）  唐橋西寺公園 （A-１地区）
　地域の魅力づくりに資する場として活用する
　・ 西寺及び周辺史跡等を巡る散策ルートの拠点の一つとして活用する。
　・ 当該エリアが都市公園であることを踏まえ、都市公園事業と連携した施設整備等を検討する。
　・ 遺構の保存を前提に、都市公園の空間を活かし、広域避難場所等の機能を維持する。
　・ コンド山が松尾祭 （還幸 （おかえり） 祭）の場となっていることから、その歴史的意義の発信
に努めるとともに祭りの場としての継続的な利用について配慮する。

（３）  塔跡地区 （A-2地区）
　史跡西寺跡を知るための拠点として活用する
　・ 西寺及び周辺史跡等を巡る散策ルートの拠点の一つとして活用する。
　・ 調査に合わせた現地見学会や、出前授業の開催などを継続する。エリア内の未調査箇所につ
いて、今後の発掘調査と連動した発掘体験の場等としての活用を検討する。
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７．活用

　・ 隣接する学校（開建高等学校、八条中学校、唐橋小学校）の授業や課外学習などと連携し
た活用を目指す。具体的には、小学生を対象に従来から行ってきた出前授業の開催を継続する。
また、高校の部活やサークル活動との連携を検討し、将来的には文化財保護サポーターや解
説ボランティアの育成につなげたい。

　・ 地域住民との協働による体制づくりを検討する。
　・ 市民を対象とした歴史講座やイベントの開催を継続する。

（４）  唐橋小学校 （A-3地区）
　地域の史跡を知るための場として活用する
　・ 遺構の保存を前提に、学校の運営や存続に必要な行為との両立を図る。
　・ 出前授業等で、学校内のどの位置に遺構があるかをガイドする機会を設ける。
　・ 児童向けのサイン設置を教育委員会と連携して検討する。
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８－１ 現状と課題
　西寺に関する調査には、考古学的調査 （測量調査を含む）、歴史学的な調査等がある。

　史跡西寺跡の考古学的調査は、これまで41次に及ぶ発掘のほか、多数の試掘、立会調査が実
施され、南大門、中門、金堂、講堂、食堂、塔、僧房、小子房跡のほか、四周の築地塀、子
院の建物跡などを確認している（3-4参照）。その成果をもとに、西寺の伽藍配置の復元が行われ
るとともに、東寺との比較から造営尺の数値が導き出され、平安京復元の定点となっている。平安
時代の遺構が良好に残る西寺・東寺の比較検討が、伽藍配置の復元に留まらず、平安京を考え
る上で極めて重要な意味を持つといえる。
　史跡西寺跡に係る調査の現状と課題を、 表8-1及び表8-2に示す（地区区分は、 「6-1　地区区
分」による）。

表8-1　調査の現状と課題 （考古学的調査）

８ 調査
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８．調査

８－２ 調査の基本方針
　（１）  地下遺構の保存に影響を及ぼす可能性のある行為が発生した場合、遺構の保存を前提に

した必要最小限の考古学的調査を行う。
　（２）  中長期的な史跡整備につなげるため、既往の発掘調査箇所においても、国土座標系に 

紐づけられた遺構の把握を行う必要があり、再発掘等によって遺構の適切な把握を行う。
　（３）  調査の成果を確実に蓄積・管理し、史跡の活用に還元する。
　（４）  東寺との比較検討によって双方の研究の深化を図る。

表8-2　調査の現状と課題 （歴史学的調査）
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８．調査

８－３ 調査の方法
　西寺跡の遺構等を適切に保存し活用するため、次の調査を行う。

〇遺構確認調査
　・ 現状変更に際して、事前の発掘調査 （試掘調査）、又は施工時の立会調査を適切に行い、
保存における基本方針の遂行に役立てるとともに、西寺跡に関する知見を蓄積する。

　・ 史跡指定地周辺の土地について調査を実施する際には、西寺に関連する遺構の所在把握と
保護措置の検討に役立てる

　・ 中長期的な史跡整備を視野に入れて、下記の遺構の所在把握と保護措置の検討のために調
査を行う。

　　　A-1地区：金堂、鐘楼・経蔵、僧房、北小子房跡
　　　A-2地区：南築地内溝、塔基壇

〇資料調査
　・ 西寺のものと伝わる美術工芸品等について、可能な範囲で資料調査を行い、さらに西寺の歴
史の解明を進める
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９－１ 現状と課題
　史跡西寺跡に係る整備の現状と課題を、表9-1に示す（地区区分は、「6-1　地区区分」による）。

表9-1　整備の現状と課題

９ 整備
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９．整備

９－２ 整備の基本方針
　（１）  遺構面が浅いため、整備の際には保護層を十分に確保し、確実に遺構を保存する。
　（２）  唐橋西寺公園（A-1地区）は、都市公園としての機能に加え、史跡の活用にも配慮した 

整備の検討を行う。
　（３）  史跡公有化を行った塔跡地区 （A-2地区）は、史跡整備による本質的価値の可視化を図る。
　（４）  塔跡地区 （A-2地区）は段階的な整備を行うこととし、当面は第１期整備 （暫定整備）とし、

全面的な公有化が実現した後に、再度計画を立てて第２期整備を行う。
　（５）  塔跡地区以外においては、伽藍の範囲や位置がわかるよう、標識や説明板等サインの充

実を図る。
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９．整備

９－３ 整備の方法
（１）  史跡地全体
　１）  遺構面の保護を行う
　・ 施設等の整備にあたっては、保護盛土などにより遺構面の保護を行う。
　２）  平安京の歴史を体感できる場として整備する
　・ 史跡西寺跡と周辺に位置する関連史跡等をつなぐネットワーク動線の指定や整備（表示）、共
通するサインの設置など、平安京の歴史を体感し楽しめる空間として整備し、活用を図る。

　・ 史跡西寺跡の歴史的意義や特徴をわかりやすく伝えるため、史跡地内に史跡標柱、史跡説
明板、解説板等のサイン施設を設置する。設置にあたっては、体系立てた配置及び内容の検
討を行うとともに、表示手法やサイン等の意匠や色彩を統一する。

　３）  理解の増進に役立つ活用のための施設を整備する
　・ 史跡に関する展示、普及啓発等のガイダンス機能や管理機能を併せ持つ便益施設等を整備
する。

（２）  唐橋西寺公園 （A-1地区）
　１）  コンド山周辺の保存整備を行う
　・ コンド山の浸食を防止することで、講堂跡の遺構の保護と松尾祭の場としての継続的な利用を
担保する。

　・ コンド山頂上部の既存樹（エノキ）について、定期的な点検によって倒木等の危険を事前に回
避し、見学者の安全確保とコンド山の保存を図る。

　２）  公園整備と連携した施設整備を検討する
　・ 周辺遺跡等を含めたネットワーク動線上の拠点となる施設整備として、史跡と公園が連携して
利用可能な便益施設等の更新を行う。

　・ コンド山東側にあるプール跡の既設コンクリート構造物撤去の可能性について検討し、可能な
場合、伽藍の遺構（東僧房）を表示して遺構の顕在化を目指す。遺構表示にあたっては、公
園施設としても活用可能な施設整備を目指す。

図9-1　統一されたサインの事例
：史跡恵解山古墳 （長岡京市）

図9-2　統一されたサインの事例
：史跡恵解山古墳 （長岡京市）
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９．整備

（３）  塔跡地区 （A-2地区）
　１）  塔跡の遺構表示により史跡の存在を周知する
　・ 塔跡の遺構を史跡西寺跡の象徴的存在として表示し、現地でなければ見られないもの、感じら
れないものを伝える施設整備を行う。

　・ 史跡西寺跡の価値（意義・特徴）をわかりやすく伝えるとともに、塔跡の壺地業や西大宮大路
関連遺構などの発掘調査で見つかった新たな知見を伝える。

　・ 臨場感や空間のスケール感を伝えるとともに、発掘時の状況や地下にある（今は見られない）
ものを、その場所で表示する手法を検討する。

　・ 御前通に面する立地を生かし、誘導標識など史跡への導入口としての機能をもたせる。

　２）  活用のための施設整備を検討する
　・ 遺構周辺においては、遺構の保護を兼ねた盛土および表面舗装を行い、歩きやすい見学環境
を整備する。

　・ 夏場の暑熱対策として芝生の広場を設けるほか、遺構保存に支障のない範囲で、休憩所やベ
ンチ・縁台等の休憩施設の設置、および緑陰樹・低木等の植栽を行う。

　３）  公有化の進展に合わせた段階的整備を実施する
　・ 塔跡エリアの公有化が完了するまでの期間の段階的な整備として、残存宅地の生活者に配慮
した第１期整備 （暫定整備）を行う。

　・ 第１期整備にあたっては、生活動線となる道路をはじめ、インフラ施設 （上下水道・電気）の
維持を最優先とする。

　・ 安全な利用環境確保のため、車両進入防止柵、防犯カメラ・防犯灯、史跡地近隣住民の住
環境に配慮した境界柵等を設置する。

　・ エリア内の未調査箇所を活用し、発掘体験等ができる多目的広場を設置する。
　・ 遺構の保存を前提として、史跡地内の維持管理のために給排水設備を整備する。

図9-3　建物跡遺構表示の事例 （金蔵塀跡）
：特別史跡大阪城跡 （大阪市）

図9-4　建物跡遺構表示の事例 （大極殿院廻廊跡）
：史跡長岡宮跡 （向日市・朝堂院公園）
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９．整備

※図9-5～9-8出典：史跡西寺跡 （塔跡）における史跡公園基本計画・設計策定業務報告書 （令和5年3月）

（４）  唐橋小学校 （A-3地区）
　・ 校内における児童向けの説明板やサインの設置を検討する。

（５）  その他の史跡地 （食堂院跡等）
　・ 所有者の承諾を得られた箇所については、民有地にも主要な遺構等の説明板を設置する。

図9-5　塔跡地区の整備イメージ（第１期整備）
：塔跡周辺

図9-6　塔跡地区の整備イメージ（第１期整備）
：塔跡地区全景

図9-7　塔跡地区の整備イメージ（第２期整備）
：塔跡周辺

図9-8　塔跡地区の整備イメージ（第２期整備）
：塔跡地区全景
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10－１ 現状と課題
　史跡西寺跡に係る運営・体制の現状と課題を、表10-1に示す（地区区分は、「6-1　地区区分」
による）。

10－２ 運営・体制の基本方針
　（１） 管理団体である京都市が中心となり、地権者・地域住民・活動団体・研究教育機関・庁

内関係部局等との連携・協力を強化し、史跡西寺跡の保存と活用を推進する
　（２） 多様な主体による取り組みや連携を前提に、日常的な管理をはじめとする保存管理に加え、

史跡の価値の普及や観光活用等を目指した運営・体制づくりを進める

10－３ 運営・体制の方法
（１）  保存管理のための運営・体制
　・保存管理については、管理団体である京都市の担当部局 （文化財保護課）が主体となって
実施する。

　・唐橋西寺公園 （A-1地区） については、 原則として公園管理者 （みどり政策推進室） が管理
を行う。

　・公有地における日常的な維持管理は、市と史跡保存会、地域等が連携・協力して行う。

表10-1　運営・体制の現状と課題

10 運営・体制
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11．運営・体制

　・ 史跡地内の土地所有者・権利関係者等に対しては、本計画で定める現状変更等取扱い基準
を順守した適切な保存管理を求める。

　・ 調査研究や保存管理について、必要に応じて、学識経験者や文化庁、京都府教育庁文化
財保護課に相談し、技術的な助言等を受ける。また、保存管理や活用の現状を報告・検証
する場として、史跡西寺跡の保存活用に関する検討会議を継続的に開催する。

（２）  活用のための運営・体制
　・ 教育委員会と連携し、近隣の小・中・高校における出前授業や勉強会を実施する。
　・ 京都市考古資料館や歴史資料館、平安京創生館等の博物館施設と連携した活用を展開し、
見学者が知識や理解を深める機会を提供する。

　・ 地元団体や社会福祉協議会等と連携して、周辺の文化財を含めた文化財の地域的な保存活
用を促進し、文化財活用の裾野を広げる。

　・ 地元団体と協力し、松尾祭を通じて地域の魅力づくりに貢献する。

図10-1　管理運営体制模式図 （案）
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　１－７「計画の期間」において、本計画の計画期間は令和８年度からとし、１０年間をめどに必
要に応じて改定を行うものとした。１年目から５年目まで（令和８～１２年度）を短期、６年目から１０
年目まで（令和１３年～１７年）を中期、令和１８年度以降を長期として、事業の実施計画を策定す
る。なお、本実施計画は、必要に応じて見直しを行うこととする。

表11-1　実施計画総括表

11 実施計画
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　史跡西寺跡の確実な保存と活用を推進するためには、実施される各種の事業について計画的に
経過観察を行い、進捗状況を把握した上で事業の有効性・効果を評価しつつ事業計画の見直し
や改善を行う必要がある。

図12-1　経過観察のイメージ（循環の体系）

12 経過観察
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12．経過観察

　経過観察の方法については、京都市文化財保護課が主体となり、第11章に示した短期 （R08～
R12）、中期 （R13～ R17）、長期 （R18～）の事業期間ごとに、計画の進捗状況を確認する。

表12-1　自己点検表 （案）
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